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各 位

会議録の作成にあたっては、誤りのないように留意しておりますが、万が一、誤字、

脱字等がありましたら深くお詫びいたします。

なお、重要と思われる誤りがありましたら、事務局までご一報いただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。

木古内町議会議長 岩 館 俊 幸
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平成２５年第５回臨時会　提出案件及び議決結果表

議件番号 議　　　件　　　名 議決月日 議決結果

議案第１号 平成25年度木古内町水道事業会計補正予算（第2号） 25. 9.30 原案可決

議案第２号
木古内駅南北連絡歩道橋工事に伴う江差線木古内駅構
内自由通路改築工事に関する基本協定の締結について

25. 9.30 原案可決

－ 1 －
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平成２５年 第５回 木古内町議会臨時会 議事日程

第１号 平成２５年９月３０日（月） 午前９時３０分開議

日程

議 件 番 号 議 件 名

番号

１ 会議録署名議員の指名

２ 会期の決定

３ 議案 第１号 平成25年度木古内町水道事業会計補正予算（第2号）

４ 議案 第２号 木古内駅南北連絡歩道橋工事に伴う江差線木古内駅構内

自由通路改築工事に関する基本協定の締結について
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（ 午前９時３０分 開会 ）

開 会 ・ 開 議 の 宣 告

○議長（岩館俊幸君） ただいまから、平成25年第5回木古内町議会臨時会を開会いたします。

ただいまの出席議員は10名でございます。

よって、地方自治法第113条の規定による議員定足数に達するので、会議は成立いたしま

した。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び説明員は、別紙配付のとおりであります。

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

○議長（岩館俊幸君） 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により議長から指名をいたします。

6番 竹田努さん、7番 笠井敬吾さん、以上、2名を指名いたします。

会 期 の 決 定

○議長（岩館俊幸君） 日程第2 会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

今臨時会の会期は、本日1日限りといたしたいと存じますが、これにご異議ございません

か。

(｢異議なし｣と呼ぶ声あり)

○議長（岩館俊幸君） 異議ないものと認めます。

よって、会期は本日1日限りと決定をいたしました。

議案第１号 平成25年度木古内町水道事業会計補正予算（第2号）

○議長（岩館俊幸君） 日程第3 議案第1号 平成25年度木古内町水道事業会計補正予算（第

2号）についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

副町長。

○副町長（大野泰君） 皆さん、おはようございます。本日は、お忙しい中ご参加をいただ

き感謝申し上げます。

ただいま上程になりました、議案第1号 平成25年度木古内町水道事業会計補正予算（第2

号）について、提案理由の説明を申し上げます。
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1ページをお開き願います。

収益的収入及び支出の予定額におきまして、営業費用を58万4,000円追加し、水道事業費

用総額を1億5,529万7,000円とするものです。

また、資本的収入及び支出の予定額におきまして、建設改良費に97万7,000を追加し、資

本的支出総額を8,598万2,000円とするものです。

それでは、詳細について収益的支出からご説明いたします。

5ページをお開き願います。1款 水道事業費用、1項 営業費用、1目 原水及び浄水費、

節 薬品費の58万4,000円は、春先の雪解け水や8月の長雨などによる濁水のため、沈殿用薬

品の投与量が計画より増加し在庫が少量となったため、今後の台風などによる濁水に備える

ため沈殿用薬品費の追加をお願いするものです。

次に、資本的支出をご説明いたします。

6ページをお開き願います。1款 資本的支出、1項 建設改良費、4目 電気計装設備費、

節 工事請負費の97万7,000円は、木古内浄水場の各種計測等を監視・設定する計装設備の

操作画面の更新について、当初予算では2面ある画面の内、1面のみの更新を予定しておりま

したが、もう一方の画面においても故障の前兆が確認されたため、今回の工事に合わせて更

新するための工事費の追加をお願いするものです。

以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議をお願いいたします。

○議長（岩館俊幸君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君） この度の補正に関しては別に異存はないのですが過日、佐女川地区で

漏水がありました。町長の行政報告もないし、そんな中でその補正はいつ出てくるのかとい

うことと、被害状況がどうであったのかの説明をいただきたい。

○議長（岩館俊幸君） 建設水道課長。

○建設水道課長（若山忍君） 先日の佐女川の漏水箇所ですが、地元に住んでおられる住民

のかたから、「道路が水が濡れているので、水道管ではないか」というお知らせをいただい

た中で、私ども現地を確認したところ、水道であろうということでそれで急遽、その日の夕

方から夜にかけて現地を掘り出し、原因は付近に昔あった本管から旧家屋に行っていた給水

管の一部が破損しており、そこから漏水があったことによる漏水でした。それで、その日の

うちに管につきましてはキャップをし、断水とかそういうことを行わずに現地の作業を終了

しておりまして、これにつきましては既存の修繕費で対応していこうというふうに考えてお

ります。

○議長（岩館俊幸君） ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。
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お諮りいたします。

議案第1号 平成25年度木古内町水道事業会計補正予算（第2号）については、原案のとお

り可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

議案第2号 木古内駅南北連絡歩道橋工事に伴う江差線木古内駅構内自由通路

改築工事に関する基本協定の締結について

○議長（岩館俊幸君） 日程第4 議案第2号 木古内駅南北連絡歩道橋工事に伴う江差線木

古内駅構内自由通路改築工事に関する基本協定の締結についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（大森伊佐緒君） 皆様、おはようございます。

ただいま上程となりました、議案第2号 木古内駅南北連絡歩道橋工事に伴う江差線木古

内駅構内自由通路改築工事に関する基本協定の締結につきまして、提案理由のご説明を申し

上げます。

基本協定を締結する工事につきましては、木古内駅南北連絡歩道橋工事に伴い北海道旅客

鉄道株式会社に委託する工事であり、予定金額が5,000万円を超えることから、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき、基本協定の

締結について議会の議決を求めるものでございます。

それでは、内容についてご説明を申し上げますので、議案説明資料 資料番号1をご参照

願います。1ページには基本協定協議文の写し、2ページから4ページには協定書の案、5ペー

ジには協定に対する回答文書の写しを添付しておりますので、ご参照いただきたいと思いま

す。

基本協定の目的は、江差線木古内駅構内自由通路改築工事の委託。基本協定の方法は、委

託協定の締結。基本協定の金額は、2億1,373万9,000円。基本協定の相手方は、北海道旅客

鉄道株式会社 代表取締役社長 野島誠。基本協定の期間につきましては、基本協定締結日

から平成27年9月30日までとするものでございます。

以上、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議をお願い申し上げます。

○議長（岩館俊幸君） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君） 大変町長、簡単なあれですね。協定書の（案）ですけれども、ここの

中身をやっぱり詳細に説明するべきではないのかなと思うのですよ。私これをずっと読んで

いまして、いろいろ疑問を感じるところがあります。大まかに言いますと、これはＪＲ北海

道さんに委託するのだけれども、この金額をもって委託するのだけれども、ＪＲ北海道さん

は自分のところでやるわけではないですよね。その辺の、例えばＪＲ北海道さんが委託して

ＪＲ北海道さんが今度発注するわけでしょう。そういう説明も何もないし、普通わからない
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ですよ。「ＪＲ北海道さんがやるのだろう」とそんなふうにきっと思っているのではないの

かと思うのだけれども。あといろいろ、例えば設計変更に工事費の精算だとかあるいは例え

ばいま資材がどんどん値上がりしているという状況の中で、その辺の問題等も出てくるだろ

うとそんなふうにも思うのだけれども、この協定書をやっぱり細部に渡って説明してもらっ

て、そして資材等の値上がりとあるいは労務費の部分もあるけれども、ちょっと載っている

のですよね。そういう部分の説明もしてもらわないと、我々は例えば委託料が2億1,373万9,

000円で終わるというふうな取り方も私達はしているのです。消費税も話しはわかりました

けれども、それらの部分もきちんと説明してもらわないと困ります。担当部局でいいですよ、

ちょっとお願いします。

○議長（岩館俊幸君） まちづくり新幹線課長。

○まちづくり新幹線課長（福田伸一君） ただいまのご質問について、お答えさせていただきま

す。はじめに協定書の中身でございますが、主立ったところをご説明いたしますと、第2条

工事の施工時期につきましては、平成27年9月末までということで3か年、平成25年度から平

成27年度までの工事。それから工事の施工区分につきましては、ＪＲ北海道さんが施工する

部分につきましては鉄道施設、電力設備の支障移転、軌道整備、道路施設の昇降等改築、エ

レベーター棟新築、階段改築といった内容でございまして、次に第4条の工事の費用でござ

いますが、これにつきましては4ページにございます計画予算書の通りでございます。総額

が2億1,373万9,000円でございまして、この中の消費税の対象となる部分につきましては道

路施設が消費税の対象になるという内訳になってございます。

次に、年度協定でございますが、本基本協定を基に各年度毎に年度における工事施工に関

する協定を締結する運びとなります。

次に、第6条で設計変更及び工事費の精算がございます。これにつきましては、現在ＪＲ

北海道が積算いたしました本協定に係る金額2億1,373万9,000円でございますが、これにつ

きましては一定程度の資材費・労務費の今後の上昇といった要素も見込んだ上で積算してい

るというところでございまして、想定した範囲を上回る資材費・労務費の上昇等もしござい

ますれば、ここにあります通り甲・乙協議ということの対象になってくるものと考えており

ます。

ほかにつきましては、ご覧の通り財産の引渡、撤廃物の処理、損害負担、用地の処理、3

ページで苦情等の処理、行政上の手続きということで、これらにつきましては通常協定の中

に盛り込んでいる条文の中身と同等でございます。以上でございます。

○議長（岩館俊幸君） 説明が終わりましたけれども、よろしいですか。

2番 又地信也さん。

○2番（又地信也君） 委託はするのだけれども、ＪＲ北海道さんで発注するのでしょう。そ

の辺はっきりしてください。

○議長（岩館俊幸君） まちづくり新幹線課長。

○まちづくり新幹線課長（福田伸一君） 大変失礼申し上げました。

このＪＲの発注方法につきましては、ＪＲ直営ではなくＪＲが関連会社等へ外注するとい

うふうに確認させていただいております。以上でございます。

○議長（岩館俊幸君） ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

採決を行います。

お諮りいたします。

議案第2号 木古内駅南北連絡歩道橋工事に伴う江差線木古内駅構内自由通路改築工事に

関する基本協定の締結については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

○議長（岩館俊幸君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定をいたし

ました。

閉 会 の 宣 告

○議長（岩館俊幸君） 以上をもちまして、今臨時会に付議されました案件は審議を終了い

たしましたので会議を閉じます。

これをもちまして、平成25年第5回木古内町議会臨時会を閉会いたします。

大変どうもご苦労様でございました。

（ 午前９時４８分 閉会 ）
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地方自治法第123条第2項の規定により署名する。

平成25年9月30日

木 古 内 町 議 会 議 長 岩 館 俊 幸

署 名 議 員 竹 田 努

署 名 議 員 笠 井 敬 吾
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